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いちご一会とちぎ国体 トライアスロン競技会場設計業務委託 

公募型プロポーザル実施要項 

１ 概要 

⑴ 業務の名称 

いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会場設計業務委託 

⑵ 履行期間 

契約日の翌日から令和２年３月６日（金）まで 

 ⑶ 履行箇所 

  戸田調整池周辺特設コース（那須塩原市戸田地内） 

⑷ 業務の目的 

本件は、令和４(2022)年に、戸田調整池周辺特設コースで開催する第 77回国

民体育大会（大会愛称：いちご一会とちぎ国体）トライアスロン競技会及び同

リハーサル大会（以下「競技会等」という。）の円滑な運営に向けて、トライア

スロン競技会場における仮設物の設営等に関して必要となる設計業務委託を実

施するものである。 

⑸ 業務の内容 

別紙仕様書に記載のとおり 

⑹ 提案上限額 

３，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 参加者の資格要件 

 参加者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

⑵ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始又は

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立

てがなされた者（これら手続開始の決定後、那須塩原市の入札参加資格の認

定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑶ 那須塩原市建設工事等指名停止基準（平成１７年那須塩原市告示第１４３

号）の規定による指名停止を受けていないこと。 

⑷ 役員その他経営に実質的に関与している者が暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力

団員であることその他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関
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係を有していると認められること等が存しないこと。 

⑸ 建築士法(昭和 25年法律第 202号)第 23条の規定による一級建築士事務所

登録をしていること。 

⑹ 業務を確実に履行できる体制を有すること。 

 

３ 参加手続 

⑴ 参加申請 

参加申請書（様式第１号）に必要事項を記入の上、令和元年８月２日（金）

午後５時まで（必着）に郵送又は持参の方法により、後記提出場所まで提出す

ること。 

参加申請書提出者に対し資格確認結果等の通知は行わない。ただし、２⑴

～⑹を満たさないと判断した者に対しては、個別に通知する。 

⑵ 質疑 

本件に関し質疑がある場合は、質疑書（様式第２号）を提出することがで

きる。質疑書は、令和元年７月２３日（火）午後５時まで（必着）に後記問

い合わせ先までファクシミリ、電子メール又は郵送の方法により提出するこ

と。質疑書を提出した場合は、電話により到着の確認を行うこと。質疑の回

答は、令和元年７月２６日（金）午後５時までに市ホームページに掲載する。 

 

４ 企画提案書の作成、提出等 

⑴ 提出書類 

ア 提案書表紙（様式第３号） 

イ 業務実施体制図（様式第４号） 

ウ 履行実績等（同種・類似業務）（様式第５号） 

※同種・類似業務実績の定義 

  ・同種業務：トライアスロン競技会場の設営にかかる設計業務 

  ・類似事務：トライアスロン競技会場の設営業務 

エ 企画提案書（様式は任意とするが「国民体育大会トライアスロン会場概

要図」を適宜活用されたい。） 

○[特定テーマ]：Ａ４サイズ４枚以内又はＡ３サイズ２枚以内 

設計、施設整備・設営、大会運営、施設撤去までの一連の工程において、

競技会等の運営に必要となる動線計画を示し、業務を円滑に行うための提

案を行うこと。また、市が示す配置案に対して、改善点の考え方を示した
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配置計画を提案すること。 

○[自由提案]：Ａ４サイズ２枚以内又はＡ３サイズ１枚以内 

その他必要と思われる業務、支援等について記載すること。 

   ○[会社案内又はパンフレット等]：サイズ、様式等自由（提出は任意） 

オ 見積書及び内訳書（任意様式） 

カ 添付資料（写しで可） 

(ア) 法人の登記事項証明書（提案者が個人である場合は、身分証明書） 

(イ) 確定した直近の決算に係る財務諸表 

(ウ) 建築士事務所の登録状況が確認できるもの 

⑵ 作成に当たっての注意事項 

ア ⑴ア～ウについて 

・Ａ４縦片面刷りとし、フォントサイズは 10.5ポイント以上で横書きと

する。ただし、図表については、この限りでない。また、カラーでも

モノクロでも構わない。 

・作成部数は、正本１部、副本８部とする。正本の表紙には、代表者印

を押印すること。 

イ ⑴エについて 

・提案書に記載する内容は全て本事業における実施義務を事業者が提示

したものとする。 

・会社案内やパンフレット等を提出する場合は別綴じとし、散逸しない

ように冊子としてまとめるとともに、表紙の次ページに一覧を添付す

ること。 

・企画提案書についてはヒアリングまでの期間に折り返し質問をする場

合がある。参加申請書に記載のメール連絡先にて対応できる体制を用

意すること。 

・作成部数は、正本１部、副本８部とする。 

ウ ⑴オについて 

・契約希望金額の総額（消費税等の課税事業者にあっては、消費税等を

含んだ金額とし、税率は 10％とする）を記載すること。 

・見積金額には、仕様書において市が負担する旨特に定めた事項を除き、

業務の履行に当たって必要な一切の費用が含まれるものとすること。 

・作成部数は１部とし、見積書には、代表者印を押印すること。 

エ ⑴カについて 
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・企画提案書の正本にのみ添付すること。 

  ⑶ 提出方法等 

ア 提出期限：令和元年８月１３日（火）午後５時（必着） 

イ 提出場所：後記提出場所 

ウ 提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、書留その他の到達を確認でき

る方法によること。） 

 

５ １次審査～プレゼンテーション 

⑴ １次審査 

ア 提出された企画提案書等について、参加資格の確認及び別に定める評価

基準により書面審査を行う。 

イ １次審査の結果、参加資格があると認められた者のうち、点数が上位の

５者から企画提案に係るプレゼンテーションを受ける。企画提案書等の提

出者が５以内の場合は参加資格の確認のみ行う。 

ウ １次審査の結果は、令和元(2019)年８月１６日（金）までに書面にて通

知する。同日までに通知を発送できない場合は、電子メール等により別途

連絡する。 

⑵ プレゼンテーション 

ア 開催日時：令和元年８月２１日（水）9:30～（予定） 

       詳細については、⑴ウの通知に合わせて通知する。 

イ 開催場所：那須塩原市役所 西那須野庁舎 ３０５会議室 

ウ 提出した企画提案書以外の追加資料の配布は認めない。 

エ プレゼンテーションに当たっては、本業務において予定している主担当

者は必ず出席すること。 

オ プレゼンテーションに当たって、こちらで用意するプロジェクタ及びス

クリーンを使用することができる。この場合において、必要となるノート

パソコン等については、当日持参すること。 

カ プレゼンテーションの時間は、３０分（説明２０分、質疑応答１０分）

とする（準備に要する時間は、別途確保する。）。 

 

６ 受託候補者の選定 

プレゼンテーションを受けた企画提案について、「いちご一会とちぎ国体ト

ライアスロン競技会場設計業務委託に係るプロポーザル選定委員会」により評
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価を行う。なお、事務局は国体推進課があたる。 

⑴ 評価方法 

評価項目（書類審査及びプレゼンテーション）に沿って審査、採点し、最も

評価点の高い事業者を受託候補者として選定するものとする。なお、審査は非

公開とする。 

⑵ 評価項目 

評価項目 評価基準 配点 

履行実績等 同種・類似業務の履行実績が豊富か。 10 

業務実施体制 

業務責任者や主担当者の経歴その他の業務実施

体制が本業務の履行に当たってふさわしいもの

となっているか。 

10 

提案内容の的確度 
業務委託の目的や競技会場の現状を十分に把握

し、反映した提案となっているか。 
5 

提案内容の実現性 
業務体制、提案内容を総合的に判断して実現性

があるか。 
5 

特定テーマ１ 

・設計、施設整備・設営、大会運営、施設撤去

までの一連の工程、各種動線計画における考え

方 

・業務を円滑に行うための提案や、改善点を示

した配置計画に対する考え方 

20 

自由提案 
その他、必要と思われる業務の遂行内容につい

て、適切な提案がなされているか。 
10 

価格評価 （1-見積金額÷提案上限額）×配点 40 

合   計 100 

⑶ 評価結果 

２次評価の結果は、令和元年８月２８日（水）までに書面にて通知する。同

日までに通知を発送できない場合は、電子メール等により別途連絡する。 

 

７ 契約の締結 

受託候補者の選定後、被選定者と仕様書及び企画提案書の内容により提出さ

れた見積書記載額で契約を行う（契約書案は別添のとおり）。ただし、選定後契

約締結前に契約内容について協議を行うことがある。協議の結果、契約に至ら

なかったときは、２次評価において次順位であった者を新たに受託候補者とし、

協議を行う。 
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８ その他 

企画提案書の提出後提案者が「２ 参加者の資格要件」を欠いたとき、提出し

た書類に虚偽の記載があったとき、その他本実施要項等に違反したときは、当

該提案者の提案は、無効とする。 

企画提案に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

提出された資料は、返却しない。また、那須塩原市情報公開条例（平成２０

年那須塩原市条例第３１号）の規定による開示請求の対象となることがある。 

審査結果に対する不服の申立ては、一切認めない。 

  

９ 提出先・問い合わせ先 

       栃木県那須塩原市あたご町２－３ 

       那須塩原市教育委員会 教育部 国体推進課 競技係 

       電話 ０２８７－３８－０１９３ 

       ファクシミリ ０２８７－３７－５４７９ 

       電子メール kokutai@city.nasushiobara.lg.jp 

       担当：大島、邉見 


